
 

藤 沢 市 議 会 定 例 会 議 案 

（第２冊） 
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議案第１１６号 

 

教育委員会委員の任命について 

 次の者を藤沢市教育委員会委員に任命したいから同意を求める。 

  ２０２１年（令和３年）３月１９日提出 

藤沢市長 

                        鈴  木  恒  夫 

 

 

 

住  所  横浜市                   

氏  名  飯 盛 義 徳 

 生年月日  昭和３９年６月９日 

履歴事項  昭和６２年 ３月  上智大学文学部卒業 

同   年 ４月  松下電器産業株式会社（現・パナソニック株 

          式会社）入社 

平成 ４年 ３月  同社退社 

平成 ６年 ３月  慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程 

修了 

      同   年 ４月  飯盛教材株式会社入社 

平成１４年 ３月  同社退社 

平成１７年 ３月  慶應義塾大学大学院経営管理研究科博士課程 

                単位取得退学 

      同   年 ４月  慶應義塾大学環境情報学部専任講師 

平成２０年 ４月  慶應義塾大学総合政策学部准教授 

平成２６年 ４月  慶應義塾大学総合政策学部教授 

平成２７年１０月  慶應義塾大学ＳＦＣ研究所所長 

平成２９年１０月  慶應義塾大学総合政策学部学部長補佐 
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提案理由 

 藤沢市教育委員会委員の１人が２０２１年（令和３年）３月３１日をもって任期

満了となることに伴い，委員を任命したいので，地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項の規定により同意を得るため提出する。 

 

 

 

参 考 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 抜粋 

 （任命） 

第４条  

２ 委員は，当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で，人格が高潔で，教育，

学術及び文化（以下単に「教育」という。）に関し識見を有するもののうちから，

地方公共団体の長が，議会の同意を得て，任命する。 
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議案第１１７号 

 

監査委員の選任について 

 次の者を藤沢市監査委員に選任したいから同意を求める。 

  ２０２１年（令和３年）３月１９日提出 

藤沢市長 

                        鈴  木  恒  夫 

 

 

 

 住  所  藤沢市           

 氏  名  石 田 晴 美 

 生年月日  昭和３７年８月６日 

 履歴事項  昭和６０年 ３月  明治大学法学部卒業 

同   年 ４月  岡三証券株式会社入社 

昭和６２年 ７月  同社退社 

昭和６３年１０月  会計士補登録（日本公認会計士協会） 

  青山監査法人入社 

平成 ４年 ９月  同社退社 

平成１１年 ７月  公認会計士登録（日本公認会計士協会） 

平成１７年 ３月  横浜国立大学大学院国際社会科学研究科 

          博士後期課程修了 

       同   年 ４月  文教大学情報学部専任講師 

       平成２９年 ４月  文教大学経営学部教授 
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提案理由 

 藤沢市監査委員の１人が２０２１年（令和３年）３月３１日をもって任期満了と

なることに伴い，委員を選任したいので，地方自治法第１９６条第１項の規定によ

り同意を得るため提出する。 

 

 

 

参 考 

 地方自治法 抜粋 

第１９６条 監査委員は，普通地方公共団体の長が，議会の同意を得て，人格が高 

潔で，普通地方公共団体の財務管理，事業の経営管理その他行政運営に関し優れ

た識見を有する者（議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」

という。）及び議員のうちから，これを選任する。ただし，条例で議員のうちから

監査委員を選任しないことができる。 
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議案第１１８号 

 

オンブズマンの委嘱について 

 次の者を藤沢市オンブズマンに委嘱したいから同意を求める。 

  ２０２１年（令和３年）３月１９日提出 

藤沢市長 

                        鈴  木  恒  夫 

 

 

 

住  所  茅ヶ崎市             

氏  名  齋 藤 美 幸 

生年月日  昭和４９年１２月９日 

履歴事項  平成 ９年 ３月 一橋大学法学部卒業 

平成１２年 ４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 

森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務 

所）入所 

平成１８年１１月 日本弁護士連合会調査室嘱託勤務 

平成２５年 ２月 神奈川県弁護士会に登録換 

湘南茅ヶ崎法律事務所設立 

      同   年 ４月 神奈川県弁護士会紛議調停委員会委員 

平成２８年 ３月 茅ヶ崎市職員通報外部窓口 

平成３１年 ３月 神奈川県弁護士会紛議調停委員会委員 退任 

同   年 ４月 神奈川県弁護士会高齢者・障害者の権利に関 

する委員会委員 
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提案理由 

 藤沢市オンブズマンの１人が２０２０年（令和２年）１１月３０日をもって退任

したことに伴い，藤沢市オンブズマンを委嘱したいので，藤沢市オンブズマン条例

第７条第２項の規定により同意を得るため提出する。 

 

 

 

参 考 

 藤沢市オンブズマン条例 抜粋 

 （オンブズマンの組織等） 

第７条 

２ オンブズマンは，人格が高潔で社会的信望が厚く，かつ，地方行政に関し優れ 

た識見を有する者のうちから，市長が議会の同意を得て委嘱する。 


